
時間外対応体制加算に係る掲示

当院では、診療時間外に患者様より問い合わせがあった場合には、留守番電話もしくは電話転送で対応、翌診療

日に対応させていただいております

対応可能時間は診療日の22時までです

夜間、休診日、休日等不在にて対応できない場合には下記連絡先にご相談ください

・鳥取県立中央病院（0857－26－2271）

・鳥取赤十字病院（0857－24－8111）

時間外対応加算の時間外とありますが、これは時間外のクリニックの診療体制に関する加算であり、再診料を算

定するすべての患者様が対象であり、日中の診療時間中に受診した場合にも算定するものです

千代水の森 おなかと内科のクリニック

院長 田中 久雄
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